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＜農業者向け＞ 

 

 

 

ふるさと納税をした方に、聖籠町の

農産物を提供しませんか！ 
 

～ふるさと納税への返礼品（農産物）提供者を募集します～ 

（聖籠町ふるさと納税返礼品提供農業者募集要項） 

 

 

 

１ はじめに 

２ ふるさと納税制度とは 

３ 返礼品提供者の募集について 
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１ はじめに 

  

ふるさと納税とは、生まれ故郷の発展に貢献したいという想い、自分の好きな地

域を応援したいという想いを、寄附金として、その自治体に寄附するもので、所得

に応じて税金が控除される制度です。 

 本町では、ふるさと納税の本来の趣旨・目的を堅持しながら、寄附者へ感謝の気

持ちを示すとともに、町の政策を支援してもらうため、平成 28 年度より「ふるさ

と納税返礼品制度」を開始し、寄附をしてくれた町外の方に町農産物を返礼品とし

て贈呈しています。この取組により町の基幹産業である農業の振興及び町のＰＲを

図るとともに、最終的には寄附者との交流を実現できるような仕組みを段階的に構

築したいと考えてきました。 

そして昨今、全国的に本制度に対する認識が広まり、日本各地からご寄附をいた

だいている状況です。この現状を受け、さらに多くの方に聖籠町の農産物の美味し

さを知っていただき、ふるさととして応援していただくため、返礼品を拡充してい

きたいと考えておりますので、皆様からの積極的なご協力をお願い申し上げます。 
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２ ふるさと納税制度とは 

 

 応援したいと思う自治体へふるさと納税（寄附）をすると、その寄附額のうち

2,000 円を超える部分について、一定の上限までであれば、所得税・個人住民税から

全額が控除される制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●給与収入と家族構成による控除金額の目安（総務省 HP より） 

ふるさと納税

を行う方本人

の給与収入 

ふるさと納税を行う方の家族構成 

独身または

共働き 

夫婦または共

働き＋子１人

（高校生） 

共働き＋子１

人（大学生） 

夫婦＋子１人

（高校生） 

共働き＋子２

人（大学生と

高校生） 

夫婦＋子２人

(大学生と高校

生） 

300 万円 31,000  23,000  19,000  15,000  10,000  4,000  

400 万円 46,000  38,000  34,000  30,000  25,000  17,000  

500 万円 67,000  59,000  52,000  46,000  42,000  33,000  

600 万円 84,000  76,000  73,000  68,000  65,000  53,000  

700 万円 118,000  108,000  105,000  86,000  83,000  75,000  

※家族構成の「夫婦」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合です。 

 

 

 

 

 

最寄りの

税務署

④確定申告

⑤所得税

の還付

お住まいの

市区町村

⑦納税

（控除後の住民税
所得割）

寄 付 者

ふるさと

「聖籠町」

③受領書

①寄付を受ける

事業メニュー
提示

②寄付

⑥住民税決定の通知

（控除後の税額で翌年度の個人
住民税が課税）

申告書

事業メニュー

（寄付を受けた事業

への活用）

ふるさと納税制度のしくみ（イメージ）

町出身者など
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３ 返礼品提供者の募集について 

 

（１）ふるさと納税の寄附受領から返礼品発送までの流れ 

  ふるさと納税に関する業務は、町が主体となって行います。しかし、返礼品の

発送に関する業務については、効率的な運営、安心安全を考慮した返礼品の手

配、顧客・配送等に係るデータの適正管理、クレーム対応等に万全を期す必要が

あります。このため、返礼品の発注・品質管理・発送等の業務を地場物産㈱に委

託しています。 

  寄附者から、ふるさと納税の申込み・入金があった場合の流れは、次のとおり

です。 

 

 ※聖籠地場物産株式会社（所在地：聖籠町大字蓮野７０８） 

電話：０２５４－２７－１２１２  Fax： ０２５４－２７－１２１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寄附者 

登録農家 

②寄附者及び返礼

品リストの送付 
③返礼品用農産物

の発注 

④注文を受けた

農産物の納品 
⑤納品された農産物

の規格・品質確認 

⑧農産物の代金

の支払い 

⑥返礼品として

農産物を発送 

⑦経費等の請求 

聖籠町役場 地場物産 

①ふるさと納税 

返 礼 品 提 供 農 業 者 の 募 集 に 関 す る 事 項 
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（２）提供者の募集要件 

 農作物等を取扱いする聖籠町在住の農業者・法人及び聖籠町産を取扱いする

者（以下「農業者」という。）で、次の全ての要件に該当する場合です。 

 

① 聖籠町の農産物としての信頼を損なうことがないよう、町で定める規格・

品質等に真摯に対応すること。 

② 各種法規則、条例等に沿った生産・製造・販売を行っていること。 

③ 原則、事業所が町内にある企業・団体又は個人業者であること。 

④ 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴

力団の構成員等でない者。 

※ただし、上記の要件に該当しても、町が農業者として適当でないと認め

た場合は、参加できない場合があります。 

⑤ 町税等の滞納がないこと。 

⑥ 地場物産㈱が必要とする書類の提出が可能であること。 

 

 

（３）募集する返礼品（農産物等）について 

 

種類 品  名 規  格 数  量 その他 

さくらんぼ 
佐藤錦 L 型 ５００ｇ以上 手詰め 

紅秀峰 ２L 型 ５００ｇ以上 手詰め 

ぶどう 
バラエティセット 農家に一任 約３ｋｇ  

シャインマスカット ２房 １ｋg 以上  

梨 
新美月  約３ｋｇ  

新王  約３ｋｇ  

いちご 越後姫 ２Ｌ～３Ｌ型 

２パック 

（１パック：

12～18 粒） 

 

枝豆 枝豆各種  3ｋｇ  

長芋 ねばり芋  5ｋｇ 箱入り（籾殻入り） 

餅 切り餅 ８枚入り４８０ｇ ６パック  

米 

コシヒカリ  １０ｋg から １等米・精米 

コシヒカリ 玄米 １０ｋg から  

コシヒカリ 有機米 ５ｋg から  

新之助  ５ｋg から  

コシヒカリ  5kg×2 袋×3 ヶ月 隔月定期便 

新之助  5kg×2 袋×3 ヶ月 隔月定期便 

コシヒカリ  5kg×2 袋×6 ヶ月 隔月定期便 
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   ※米については、一等米で袋詰めとし、玄米以外は精米済みとする。また、寄

附額に応じた数量の組み合わせあり。 

 

    その他、上記以外の農産物についても、提供可能なものがありましたらお

気軽にご連絡ください。 

 

  ※品質及び数量の面において、安定供給が見込めることが条件です。 

   （ただし、期間限定・数量限定で供給可能なものは取扱い可とする。） 

 

   なお、返礼品として提供いただいた農産物の代金については、市場価格を参

考に、種類ごとに町で統一単価を設定し、月ごとに支払います。 

 

（４） 返礼品の調達及び発送 

  ① 町は、適宜「寄附者情報」を地場物産㈱へ提供し、返礼品の発送について連

絡します。 

  ② 地場物産㈱は、町から提供された情報に基づき、農業者に返礼品の搬入を連 

絡します。 

  ③ 連絡を受けた農業者は、町が提供する返礼品発送用の箱を地場物産㈱に取り

に行きます。 

   （ただし、一部の返礼品を除く。保管をしっかりとしていただければ、一度に

まとまった数量を持って行っていただいてかまいません。） 

  ④ 農業者は、指定された期限までに指定数量を地場物産㈱に搬入します。 

  ⑤ 返礼品は、ビニール袋等の一次包装を行い、町が提供する箱又は提供者自ら

の箱を使用のうえ、送りに適した状態で地場物産㈱が指定した時間までに搬入

してください。 

    なお、提供者自らの箱を使用する場合は、町指定のシールを貼ります。 

   ※提供者自らの箱は、個人等が発注作成したものとします。 

  ⑥ 返礼品は、原則発送日の当日収穫したものとします。 

    （但し、長期保存が可能なものについてはこの限りでありません。） 

  ⑦ 搬入された返礼品は、町が示した基準に基づき地場物産㈱が検品し、農業者

名を入れたシールを貼り付けして発送します。 

   （確認の結果、品質等不適合となった場合は、返礼品を取り替えていただきま

す。） 

  ⑧ 返礼品に関する寄附者からの苦情については、地場物産㈱が内容を確認し、

その結果返礼品を送り直すことになった場合、再度返礼品を提供していただき

ます。その際、農業者側に責任があることが明らかとなった場合は、再送分に

ついては送料も含め農業者の負担となります。責任の所在が不明確な場合につ

いては、町が負担します。 
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  ⑨ 代金の支払いについては、月末締めとして、地場物産㈱に請求書を提出して

ください。翌月の月末までに指定口座へ振り込みます。なお、振込手数料は町

が負担します。 

 

（５） 農業者のメリット 

  ① 農業者自ら作成した商品紹介等のパンフレット等も一緒に梱包できます。 

  ② 聖籠町のホームページに返礼品の画像、商品名、説明文などを掲載します。 

  ③ ふるさと納税の専門インターネットサイト「ふるさとチョイス」及び「楽天

ふるさと納税」、「ふるなび」、「さとふる」に返礼品の画像や商品名、説明

文、提供者名を掲載します。（聖籠町ホームページからも「ふるさとチョイ

ス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「さとふる」のリンクを貼ります。） 

 

（６） 申込期間 

随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。 

 

（７） 申込方法 

    別紙申込書に必要事項を記入し、町産業観光課まで提出してください。 

 

（８） その他留意事項 

  ① 地場物産㈱から指示された数量、期限を厳守してください。 

  ② 品質等規格に合わず、地場物産㈱から返礼品の取替えを要求された場合は、

真摯に対応してください。 

  ③ 登録された農業者が返礼品を変更・辞退する場合は、速やかに町に連絡して

ください。 

  ④ 寄附者からの返礼品に関する苦情等は、地場物産㈱で受け付けます。万が一、

農業者に直接苦情等があった場合は、相手方の電話番号及び内容を地場物産㈱

に報告してください。地場物産㈱から改めて相手方に連絡します。 

⑤ 申込内容に虚偽があった場合、もしくは町に損害を及ぼす行為があった場合 

 は登録を中止することがあります。 

  ⑥ この募集要項は、本業務の進捗状況により随時見直すことがあります。 

 

（９）お問い合わせ 

   聖籠町役場 産業観光課 農業振興係 ふるさと納税担当 

   〒９５７－０１９２ 

   新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635 番地４ 

   電話：０２５４－２７－２１１１（内線１２４） 

   Fax：０２５４－２７－２１１９ 

   電子メール：sankan@town.seiro.niigata.jp 


